
目

次

告

示

△

町
の
区
域
の
変
更

(

市
町
行
財
政
室)

…
…
…
一

△

農
業
振
興
地
域
の
区
域
の
変
更

(

農
業
経
営
室)

…
…
…
一

△

農
業
振
興
地
域
の
指
定
の
解
除

(

〃

)

…
…
…
二

△

平
成
十
七
年
広
島
県
告
示
第
千
二
百
号

(

家
畜
伝
染
病
予
防
法
の

規
定
に
よ
る
報
告
の
徴
収)

の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

(

畜
産
振
興
室)

…
…
…
二

△

保
安
林
の
指
定

(

治

山

室)

…
…
…
二

△

公
共
測
量
の
実
施

(

土
木
総
務
室)

…
…
…
三

△

公
共
測
量
の
終
了

(

〃

)

…
…
…
三

△

道
路
の
区
域
変
更

(
道
路
河
川
管
理
室)

…
…
…
三

△

道
路
の
供
用
開
始

(
〃

)

…
…
…
三

△

二
級
建
築
士
試
験
及
び
木
造
建
築
士
試
験
の
受
験
資
格
認
定
を
受

け
て
い
る
者
の
学
部
等
の
名
称
変
更
の
認
定

(

建
築
指
導
室)

…
…
…
三

公

告

△

換
地
処
分(

市
町)

(

東
広
島
地
域
事
務
所)
…
…
…
四

△

換
地
計
画
認
可
申
請
の
適
否
決
定(

市
町)

(

尾
三
地
域
事
務
所)

…
…
…
四

△

土
地
改
良
事
業
の
工
事
の
完
了

(

備
北
地
域
事
務
所)

…
…
…
四

選
挙
管
理
委
員
会
告
示

△

不
在
者
投
票
の
で
き
る
施
設
の
指
定

四

公
安
委
員
会
告
示

△

遊
技
機
の
型
式
の
検
定
の
告
示

四

監
査
委
員
公
表

△

十
二
月
例
月
出
納
検
査
の
結
果

五

告告告

示示示

広
島
県
告
示
第
七
十
九
号

住
居
表
示
に
関
す
る
法
律

(

昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
十
九
号)

第
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
街
区
方
式

に
よ
る
住
居
表
示
を
実
施
す
る
た
め
、
平
成
十
九
年
二
月
一
日
か
ら
、
大
竹
市
の
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る

区
域
を
同
表
下
欄
に
掲
げ
る
町
の
区
域
に
編
入
す
る
旨
、
地
方
自
治
法(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号)

第
二
百
六
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
大
竹
市
長
か
ら
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
十
九
年
一
月
二
十
九
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

広
島
県
告
示
第
八
十
号

農
業
振
興
地
域
の
整
備
に
関
す
る
法
律

(

昭
和
四
十
四
年
法
律
第
五
十
八
号)

第
七
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
っ
て
、
昭
和
四
十
五
年
広
島
県
告
示
第
九
百
八
十
四
号
で
指
定
し
た
農
業
振
興
地
域
の
区
域
を
次
の
よ
う

に
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
広
島
県
農
林
水
産
部
農
水
産
振
興
局
農
業
経
営
室
及
び
広
島
県
広
島
地
域
事
務
所
農

林
局
に
備
え
置
い
て
、
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
九
年
一
月
二
十
九
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
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…
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1

大
竹
町 町

上

欄

大
竹
金
鋳
原

字

三
〇
八
六
の
四

地

番

白
石
二
丁
目

町

下

欄

広
島
農
業
振
興
地

域
名

称

広
島
市
安
佐
北
区
白
木
町
の
う
ち
、
別
図
で
紫
色
に
着
色
し
た
部
分(

平
成
十
一
年
農
林

水
産
省
訓
令
第
２
号
に
基
づ
き
定
め
ら
れ
た
国
有
林
の
林
班
番
号
二
八
、
三
四
、
四
六
一
、

四
六
四
及
び
官
行
造
林
地
の
う
ち
大
字
秋
山
字
大
槌
山
六
四
、
字
藪
山
四
八
五
、
字
垣
上
山

一
四
八
番
地
の
一
、
大
字
市
川
字
三
度
木
山
八
八
六
番
地[

た
だ
し
、
一
、
一
一
、
一
五]

の
区
域)

、
別
図
で
赤
色
に
着
色
し
た
部
分

(

平
成
十
七
年
広
島
県
告
示
第
千
三
百
四
十
八

号
で
太
田
川
地
域
森
林
計
画
に
定
め
ら
れ
た
白
木
町
の
民
有
林
の
林
班
番
号
二
〇
、
六
九
、

七
二
、
一
二
〇
か
ら
一
二
九
ま
で
、
一
三
二
、
一
三
三
、
一
三
六
、
一
三
八
の
区
域)

に
該

当
す
る
土
地
の
区
域
を
除
い
た
区
域
。

広
島
市
安
佐
北
区
上
深
川
町
、
小
河
原
町
及
び
狩

留
家
町
の
う
ち
、
別
図
で
黄
色
に
着
色
し
た
部
分(

平
成
七
年
広
島
県
告
示
第
千
百
三
十
三

号[

昭
和
四
十
六
年
に
指
定
さ
れ
た
都
市
計
画
区
域
を
含
む]

及
び
平
成
十
六
年
広
島
県
告

示
第
七
百
九
十
一
号
で
定
め
ら
れ
た
都
市
計
画
の
市
街
化
区
域)

、
別
図
で
紫
色
に
着
色
し

た
部
分(

平
成
十
一
年
農
林
水
産
省
訓
令
第
２
号
に
基
づ
き
定
め
ら
れ
た
国
有
林
の
林
班
番

変

更

後

の

区

域

(定期)
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広
島
県
告
示
第
八
十
一
号

農
業
振
興
地
域
の
整
備
に
関
す
る
法
律

(

昭
和
四
十
四
年
法
律
第
五
十
八
号)

第
七
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
っ
て
、
昭
和
四
十
六
年
広
島
県
告
示
第
千
百
五
号
で
指
定
し
た
次
の
農
業
振
興
地
域
の
指
定
を
解
除
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
広
島
県
農
林
水
産
部
農
水
産
振
興
局
農
業
経
営
室
及
び
広
島
県
広
島
地
域
事
務
所
農

林
局
に
備
え
置
い
て
、
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
九
年
一
月
二
十
九
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

湯
来
農
業
振
興
地
域

広
島
県
告
示
第
八
十
二
号

平
成
十
七
年
広
島
県
告
示
第
千
二
百
号

(

家
畜
伝
染
病
予
防
法
の
規
定
に
よ
る
報
告
の
徴
収)

の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
十
九
年
一
月
十
七
日
か
ら
適
用
す
る
。

平
成
十
九
年
一
月
二
十
九
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

三

報
告
書
の
提
出
の
期
限
中

｢

各
農
場
の
月
毎
に
お
け
る
各
週
の
二
の
状
況
を
翌
月
の
十
日
ま
で
に
報

告
す
る
。｣

を

｢

各
農
場
の
週

(

月
曜
日
か
ら
日
曜
日
ま
で)

に
お
け
る
二
の
状
況
を
翌
週
の
月
曜
日
ま
で

に
報
告
す
る
。｣

に
改
め
る
。

広
島
県
告
示
第
八
十
三
号

森
林
法

(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
二
十
五
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
次
の

と
お
り
保
安
林
の
指
定
を
す
る
。

平
成
十
九
年
一
月
二
十
九
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

一

保
安
林
の
所
在
場
所

安
芸
郡
熊
野
町
大
字
川
角
字
大
原
二
二
五
、
二
二
七
、
二
三
〇
、
二
三
五
、
二
三
七
、
二
四
三
の
一
、

二
四
三
の
二

二

指
定
の
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

１

立
木
の
伐
採
の
方
法

(一)

次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

字
大
原
二
二
五
・
二
二
七
・
二
三
〇
・
二
三
五
・
二
三
七
・
二
四
三
の
一
・
二
四
三
の
二

(

以
上

七
筆
に
つ
い
て
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。)

(二)

そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め
な
い
。

(三)

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町

村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

(四)

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

平成19年 1月29日 (月曜日) 広 島 県 報 (定期) 第 6 3 0 1号

2

号
三
四
か
ら
三
七
ま
で
の
区
域)

、
別
図
で
赤
色
に
着
色
し
た
部
分

(

平
成
十
七
年
広
島
県

告
示
第
千
三
百
四
十
八
号
で
太
田
川
地
域
森
林
計
画
に
定
め
ら
れ
た
旧
高
陽
町
の
民
有
林
の

林
班
番
号
四
九(

た
だ
し
、
四
〇
二
番
地
か
ら
四
二
九
番
地
ま
で
、
四
三
一
番
地
及
び
四
三

九
番
地)

、
五
二
か
ら
五
四
ま
で
、
五
五(

た
だ
し
、
四
三
九
番
地)

、
五
六(

た
だ
し
、
五

三
二
番
地
の
一)

、
六
一
、
六
四
、
六
八
、
七
〇
、
七
一

(

た
だ
し
、
六
六
〇
番
地
の
一
か

ら
三
ま
で
及
び
六
八
一
番
地
の
一
の
区
域)

に
該
当
す
る
土
地
の
区
域
を
除
い
た
区
域
。

広
島
市
安
佐
北
区
可
部
町
の
う
ち
、
大
字
大
林
字
洗
川
、
柳
河
、
蛇
池
、
弓
場
及
び
堂
ヶ
原

に
該
当
す
る
土
地
の
区
域
。

広
島
市
安
佐
北
区
安
佐
町
の
う
ち
、
別
図
で
黄
色
に
着
色
し

た
部
分(

平
成
十
六
年
広
島
県
告
示
第
七
百
九
十
一
号
で
定
め
ら
れ
た
都
市
計
画
の
市
街
化

区
域)

、
別
図
で
紫
色
に
着
色
し
た
部
分

(

平
成
十
一
年
農
林
水
産
省
訓
令
第
２
号
に
基
づ

き
定
め
ら
れ
た
国
有
林
の
林
班
番
号
二
九
、
四
九
か
ら
五
二
ま
で
、
五
五
か
ら
五
七
ま
で
の

区
域)
、
別
図
で
赤
色
に
着
色
し
た
部
分

(

平
成
十
七
年
広
島
県
告
示
第
千
三
百
四
十
八
号

で
太
田
川
地
域
森
林
計
画
に
定
め
ら
れ
た
安
佐
町
の
民
有
林
の
林
班
番
号
五
、
一
一
か
ら
一

六
、
二
三
か
ら
二
五
、
三
九
、
五
五
、
五
六
、
六
〇
、
七
二
、
七
五
、
七
八
、
八
〇
、
八
二
、

八
四
か
ら
九
一
ま
で
、
九
三
、
一
〇
七
、
一
一
五
、
一
一
六
、
一
一
八
、
一
一
九
、
一
二
三

か
ら
一
二
八
ま
で
、
一
三
六
、
一
三
八
、
一
四
三
、
一
四
八
の
ろ
、
一
四
九
の
ろ
及
び
一
五

四
の
区
域)

に
該
当
す
る
土
地
の
区
域
を
除
い
た
区
域
。

広
島
市
安
佐
南
区
沼
田
町
旧
戸
山
村
の
う
ち
、
別
図
で
赤
色
に
着
色
し
た
部
分(

平
成
十

七
年
広
島
県
告
示
第
千
三
百
四
十
八
号
で
太
田
川
地
域
森
林
計
画
に
定
め
ら
れ
た
沼
田
町
の

民
有
林
の
林
班
番
号
一
か
ら
六
〇
ま
で
の
区
域)

に
該
当
す
る
土
地
の
区
域
を
除
い
た
区
域
。

広
島
市
安
佐
北
区
阿
戸
町
の
う
ち
、
別
図
で
紫
色
に
着
色
し
た
部
分(

平
成
十
一
年
農
林

水
産
省
訓
令
第
２
号
に
基
づ
き
定
め
ら
れ
た
国
有
林
の
林
班
番
号
五
五
四
、
五
五
五
、
五
五

六
及
び
五
六
二
の
区
域)

、
別
図
で
赤
色
に
着
色
し
た
部
分

(

平
成
十
七
年
広
島
県
告
示
第

千
三
百
四
十
八
号
で
太
田
川
地
域
森
林
計
画
に
定
め
ら
れ
た
阿
戸
町
の
民
有
林
の
林
班
番
号

一[

た
だ
し
、
れ
、
そ
及
び
つ
を
除
く]
の
区
域)

に
該
当
す
る
土
地
の
区
域
を
除
い
た
区

域
。

広
島
市
佐
伯
区
五
日
市
町
の
う
ち
、
別
図
で
黄
色
に
着
色
し
た
部
分(

昭
和
四
十
六

年
広
島
県
告
示
第
二
百
五
十
九
号
、
昭
和
五
十
四
年
広
島
県
告
示
五
百
四
号
、
昭
和
六
十
二

年
広
島
県
告
示
第
百
八
十
四
号
、
平
成
三
年
広
島
県
告
示
第
千
七
十
一
号
、
平
成
四
年
広
島

県
告
示
第
五
百
一
号
、
平
成
七
年
広
島
県
告
示
第
千
百
三
十
三
号
、
平
成
十
一
年
広
島
県
告

示
第
三
百
七
十
二
号
、
平
成
十
二
年
広
島
県
告
示
第
八
百
七
十
六
号
及
び
平
成
十
六
年
広
島

県
告
示
第
七
百
九
十
一
号
で
定
め
ら
れ
た
都
市
計
画
の
市
街
化
区
域)

、
別
図
で
紫
色
に
着

色
し
た
部
分(

平
成
十
一
年
農
林
水
産
省
訓
令
第
２
号
に
基
づ
き
定
め
ら
れ
た
国
有
林
の
林

班
番
号
六
八
の
区
域)

、
別
図
で
赤
色
に
着
色
し
た
部
分

(
平
成
十
七
年
広
島
県
告
示
第
千

三
百
四
十
八
号
で
太
田
川
地
域
森
林
計
画
に
定
め
ら
れ
た
五
日
市
町
の
民
有
林
の
林
班
番
号

二
、
四
か
ら
一
〇
ま
で
、
一
三
か
ら
一
七
ま
で
、
一
九
、
二
一
、
三
〇
か
ら
三
三
ま
で
、
五

三
か
ら
五
六
ま
で
、
六
三
、
七
一
か
ら
七
五
ま
で
及
び
八
二
の
区
域)
、
別
図
で
青
色
に
着

色
し
た
部
分(

平
成
十
六
年
広
島
県
告
示
第
七
百
九
十
三
号
及
び
広
島
市
報
第
二
百
三
十
八

号
で
定
め
ら
れ
た
港
湾
法
に
基
づ
く
臨
港
地
区)

に
該
当
す
る
土
地
の
区
域
を
除
い
た
区
域
。

広
島
市
佐
伯
区
湯
来
町
の
う
ち
、
別
図
で
紫
色
に
着
色
し
た
部
分(

平
成
十
一
年
農
林
水

産
省
訓
令
第
２
号
に
基
づ
き
定
め
ら
れ
た
国
有
林
の
林
班
番
号
二
〇
一
か
ら
二
一
八
ま
で
、

二
三
四
及
び
二
三
五
の
区
域)

、
別
図
で
赤
色
に
着
色
し
た
部
分

(

平
成
十
七
年
広
島
県
告

示
第
千
三
百
四
十
八
号
で
太
田
川
地
域
森
林
計
画
に
定
め
ら
れ
た
湯
来
町
の
民
有
林
の
林
班

番
号
一
一
、
一
三
か
ら
一
七
ま
で
、
一
九
か
ら
二
一
ま
で
、
二
六
か
ら
三
〇
ま
で
、
四
〇
、

四
一
、
四
二
、
四
三
、
四
六
か
ら
五
三
ま
で
、
五
七
か
ら
五
九
ま
で
、
六
一
か
ら
六
七
ま
で
、

七
七
か
ら
七
九
ま
で
、
八
四
、
八
五
、
八
八
か
ら
九
九
ま
で
、
一
〇
二
、
一
〇
四
か
ら
一
〇

九
ま
で
、
一
一
二
、
一
一
三
、
一
一
五
か
ら
一
二
三
ま
で
、
一
二
五
か
ら
一
三
三
ま
で
、
一

四
〇
か
ら
一
四
三
ま
で
、
一
四
六
、
一
四
八
か
ら
一
五
三
ま
で
、
一
五
六
か
ら
一
七
五
ま
で
、

一
七
七
か
ら
一
七
九
ま
で
、
一
八
九
及
び
一
九
〇
の
区
域)

に
該
当
す
る
土
地
の
区
域
を
除

い
た
区
域
。

(定期)



２

立
木
の
伐
採
の
限
度

次
の
と
お
り
と
す
る
。

(｢
次
の
図｣

及
び

｢

次
の
と
お
り｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
広
島
県
農
林
水
産
部
農

林
整
備
局
治
山
室
及
び
熊
野
町
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

広
島
県
告
示
第
八
十
四
号

東
広
島
市
長
か
ら
、
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
。

平
成
十
九
年
一
月
二
十
九
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

一

作
業
種
類

公
共
測
量

(

二
級
基
準
点
測
量
及
び
三
級
基
準
点
測
量)

二

作
業
期
間

平
成
十
九
年
一
月
六
日
か
ら
平
成
十
九
年
六
月
二
十
九
日
ま
で

三

作
業
地
域

東
広
島
市
西
条
寺
家

広
島
県
告
示
第
八
十
五
号

平
成
十
八
年
広
島
県
告
示
第
千
八
号
の
告
示
に
係
る
公
共
測
量
が
終
了
し
た
旨
、
広
島
市
長
か
ら
通
知
が

あ
っ
た
。

平
成
十
九
年
一
月
二
十
九
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

広
島
県
告
示
第
八
十
六
号

道
路
法

(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
道
路
の
区
域
を
次

の
と
お
り
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
広
島
県
土
木
部
土
木
整
備
局
道
路
河
川
管
理
室
及
び
広
島
県
広
島
地
域
事
務
所
建
設

局
廿
日
市
支
局
に
お
い
て
、
平
成
十
九
年
二
月
十
三
日
ま
で
の
間
、
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
九
年
一
月
二
十
九
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

一

道
路
の
種
類

県
道

二

路
線
名

本
多
田
佐
伯
線

三

道
路
の
区
域

広
島
県
告
示
第
八
十
七
号

道
路
法

(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
次
の
道
路
の
供
用

を
開
始
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
広
島
県
土
木
部
土
木
整
備
局
道
路
河
川
管
理
室
及
び
広
島
県
備
北
地
域
事
務
所
建
設

局
に
お
い
て
、
平
成
十
九
年
二
月
十
三
日
ま
で
の
間
、
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
九
年
一
月
二
十
九
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

広
島
県
告
示
第
八
十
八
号

建
築
士
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
号)

第
十
五
条
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
二
級
建
築
士
試
験
及

び
木
造
建
築
士
試
験
の
受
験
資
格
認
定
を
受
け
て
い
る
広
島
国
際
大
学
の
学
部
等
の
名
称
変
更
に
つ
い
て
、

次
の
と
お
り
認
定
し
た
。

平
成
十
九
年
一
月
二
十
九
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

平成19年 1月29日 (月曜日) 広 島 県 報 (定期) 第 6 3 0 1号
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廿
日
市
市
津
田
字
沖
横
矢
四
二
二
七
番
一
〇
地
先
か
ら

廿
日
市
市
津
田
字
下
市
四
三
四
一
番
七
地
先
ま
で

区

間

新 旧 新
旧

の
別

三
・
五
〇
〜
一

一
・
〇
〇

一
七
・
五
〇
〜

四
三
・
〇
〇

三
・
五
〇
〜
一

一
・
〇
〇

敷
地
の
幅
員

(

メ
ー
ト
ル)

七
八
五
・
〇
〇

二
二
九
・
〇
〇

七
八
五
・
〇
〇

延

長

(

メ
ー
ト
ル)

ダ
ブ
ル
ウ
ェ
イ

備

考

県
道
下
門
田
泉

吉
田
線

路

線

名

三
次
市
君
田
町
櫃
田
字
矢
隅
七
六
二
番
一
地
先
か
ら

三
次
市
君
田
町
櫃
田
字
川
隅
原
七
六
三
番
二
地
先
ま
で

供

用

を

開

始

す

る

区

間

平
成
一
九
年
一
月
二

九
日

供
用
を
開
始
す
る
日

社
会
環
境
科
学
部

建
築
創
造
学
科
・
住
環
境
デ
ザ

イ
ン
学
科

旧

工
学
部

建
築
科
・
住
環
境
デ
ザ
イ
ン
学
科

新

(定期)



公公公

告告告

次
の
と
お
り
換
地
処
分
を
し
た
旨
、
土
地
改
良
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
九
十
六
条

の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
十
九
年
一
月
二
十
九
日

広
島
県
東
広
島
地
域
事
務
所
長

日

當

康

典

次
の
換
地
計
画
認
可
申
請
に
つ
い
て
は
、
土
地
改
良
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
九
十

六
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
十
二
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
適
当
と
決
定
し
た
の
で
、

こ
の
決
定
に
係
る
換
地
計
画
書
の
写
し
を
次
に
よ
り
平
成
十
九
年
一
月
二
十
九
日
か
ら
平
成
十
九
年
二
月
十

九
日
ま
で
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
こ
の
決
定
に
対
し
て
異
議
が
あ
る
者
は
、
縦
覧
期
間
満
了
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
十
五
日
以

内
に
、
尾
三
地
域
事
務
所
長
に
申
し
出
る
こ
と
が
で
き
る
。

ま
た
、
同
法
第
九
十
六
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
十
二
条
の
三
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る

同
法
第
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
決
定
に
不
服
が
あ
る
者
は
、
広
島
県
を
被
告
と
し
て
、
決
定
が
あ
っ
た

こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
六
か
月
以
内
に
、
異
議
の
申
出
に
対
す
る
決
定
の
取
消
し
を
求
め

る
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

平
成
十
九
年
一
月
二
十
九
日

尾
三
地
域
事
務
所
長

大

下

和

男

次
の
と
お
り
土
地
改
良
事
業
の
工
事
を
完
了
し
た
旨
、
土
地
改
良
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五

号)

第
百
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
十
九
年
一
月
二
十
九
日

広
島
県
備
北
地
域
事
務
所
長

堂

本

雅

彦

選選選
挙挙挙
管管管
理理理
委委委
員員員
会会会
告告告
示示示

広
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
三
号

公
職
選
挙
法
施
行
令

(

昭
和
二
十
五
年
政
令
第
八
十
九
号)

第
五
十
五
条
第
二
項
及
び
第
四
項
第
二
号
の

不
在
者
投
票
の
で
き
る
施
設
と
し
て
次
の
も
の
を
指
定
し
た
。

平
成
十
九
年
一
月
二
十
九
日

広
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

橋

本

宗

利

公公公
安安安
委委委
員員員
会会会
告告告
示示示

広
島
県
公
安
委
員
会
告
示
第

10号

次
の
遊
技
機
は�

遊
技
機
の
認
定
及
び
型
式
の
検
定
等
に
関
す
る
規
則
(昭
和

60年
国
家
公
安
委
員
会
規

則
第
４
号

。以
下
｢規
則
｣
と
い
う

。)
第
６
条
に
定
め
る
技
術
上
の
規
格
に
適
合
し
て
い
る
と
認
め
る
の

で�
規
則
第
９
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る

。

平
成

19年
１
月

29日

広
島
県
公
安
委
員
会

委
員
長�

須
司

登
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大
崎
上
島
町

事

業

主

体

瀬
井 地

区

名

区
画
整
理
事
業

事

業

名

平
成
一
九
年
一
月
一
〇

日
換
地
処
分
年
月
日

三
原
市

事

業

主

体

川
西
下

地

区

名

区
画
整
理
事
業

事

業

名

三
原
市
役
所

縦

覧

場

所

庄
原
市

事

業

主

体

春
田
隠
地

地

区

名

農
業
用
道
路
整
備
事
業

事

業

名

平
成
一
六
年
八
月
三
一

日
完

了

年

月

日

老
人
ホ
ー
ム

施
設
の
種
類

介
護
付
有
料
老
人
ホ
ー
ム

ふ
じ
の
家

川
内

施

設

の

名

称

広
島
市
安
佐
南
区
川
内
一
丁
目
一
五

番
二
四
号

所

在

地

平
成
一
九
年
一
月
一
六
日

指

定

年

月

日

(定期)



監監監

査査査

委委委

員員員

公公公

表表表

平
成
十
八
年
十
二
月
二
十
五
日
に
実
施
し
た
例
月
出
納
検
査
の
結
果
を
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

平
成
十
九
年
一
月
二
十
九
日

広
島
県
監
査
委
員

坪

川�
巳

同

田

辺

直

史

同�
橋

義

則

同

近

光

章
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6S
1251

6P
1348

6P
1345

6P
1287

6P
1235

6P
1288

6P
1316

6P
1103

6S
0583

6S
1239

検
定

番
号

同
上

同
上

同
上

同
上

同
上

同
上

同
上

同
上

同
上

告
示
の
日

(平
成

19年
１
月

29
日
)

か
ら
３
年
間

検
定
の
有
効

期
間

回
胴
式
遊
技

機

同
上

同
上

同
上

同
上

同
上

同
上

ぱ
ち
ん
こ
遊

技
機 同
上

回
胴
式
遊
技

機 遊
技
機
の

種
類

シ
ェ
イ
ク

Ⅱ
７

Ｃ
Ｒ
マ

ー

ベ
ル
ヒ

ー

ロ

ーズ
Ｆ

Ｔ
Ｘ

Ｃ
Ｒ
マ

ー

ベ
ル
ヒ

ー

ロ

ーズ
Ｎ

Ｔ
Ｘ

Ｃ
Ｒ
Ａ
マ

ー

ベ
ル
ヒ

ー

ロ

ーズ
Ｃ

Ｘ Ｃ
Ｒ
Ａ
サ

ン
ダ

ーバ

ー

ド
ウ
イ
ン

グ
Ｄ

Ｃ
Ｒ
ア
ラ

ジ
ン
デ
ス

テ
ィ
ニ

ー

Ｅ
Ｘ

Ｃ
Ｒ
ア
ラ

ジ
ン
デ
ス

テ
ィ
ニ

ー

Ｃ
Ｘ
２

Ｃ
Ｒ
Ａ
デ

ジ
ハ
ネ
ク

ラ
ッ
シ
ュ

バ
ン
デ
ィ

ク
ーＳ

Ｔ
Ｖ ア
ス
ト
ロ

キ
ュ
ウ
ダ

ン バ
ク
レ
ツ

セ
ン
シ

型
式
名

株
式
会
社
大
都
技
研

代
表
取
締
役
木
原
海
俊

(東
京
都
台
東
区
東
上
野
一

丁
目
１
番

14号
)

同
上

同
上

タ
イ
ヨ

ーエ
レ
ッ
ク
株
式
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古紙配合率100％
白色度70％再生紙を使用しています
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12 月 例 月 出 納 検 査 の 結 果

平成18年12月25日執行

１ 歳計現金� 歳入歳出外現金及び基金に属する現金

平成18年11月30日現在における平成18年度一般会計・各特別会計� 歳入歳出外現金及び基金の状況は次のとおりで�
現金出納事務は適正に行われ� 正確であると認めた｡� 一般会計及び特別会計

(単位�円)
� 歳入歳出外現金 (単位�円)� 基 金 (単位�円)

２ 公営企業会計

平成18年11月30日現在における平成18年度の病院事業会計� 工業用水道事業会計� 土地造成事業会計及び水道用水供
給事業会計の資金収支の状況は次のとおりで� 現金出納事務は適正に行われ� 正確であると認めた｡

(単位�円)
区 分

前 月 か ら の

繰 越 額 (A)

本 月 分 累 計 翌 月 へ の
繰 越 額
(Ａ＋Ｂ－Ｃ)収 入 額 (B) 支 出 額 (C) 収 入 額 支 出 額

病 院
事業会計

446,298,336 1,549,879,293 1,430,747,064 20,877,542,844 20,453,424,379 565,430,565

工 業 用 水 道
事業会計

3,370,584,804 174,991,614 78,944,684 1,849,552,113 1,798,533,140 3,466,631,734

土 地 造 成
事業会計

12,619,461,477 145,703,616 74,781,130 14,158,875,122 5,922,493,456 12,690,383,963

水道用水供給
事業会計

6,161,350,376 951,467,268 202,243,431 11,770,245,245 12,161,492,874 6,910,574,213

公営企業部計 22,151,396,657 1,272,162,498 355,969,245 27,778,672,480 19,882,519,470 23,067,589,910

合 計 22,597,694,993 2,822,041,791 1,786,716,309 48,656,215,324 40,335,943,849 23,633,020,475

区 分 予 算 額
本 月 分 累 計 収 入 済 額 と

支 出 済 額 と
の差 (累計)収 入 済 額 支 出 済 額 収 入 済 額 支 出 済 額

一 般 会 計 1,010,886,820,650 79,332,816,096 44,608,898,937 556,530,074,262 470,527,727,036 86,002,347,226

特 別 会 計 258,736,784,000 4,363,465,571 2,700,716,586 117,799,926,757 72,523,627,078 45,276,299,679

合 計 1,269,623,604,650 83,696,281,667 47,309,615,523 674,330,001,019 543,051,354,114 131,278,646,905

前 月 末 保 管 額 本 月 受 額 本 月 払 額 本 月 末 保 管 額

3,775,953,974 1,358,322,648 1,301,088,213 3,833,188,409

前 月 末 現 在 額 本 月 受 額 本 月 払 額 本 月 末 現 在 額

158,035,237,968 0 0 158,035,237,968


